
北広島市 長期優良住宅建築等計画等 認定申請等手数料 
（令和４年１０月１日施行） 

 

１．法第５条第１項から第７項に係る認定申請手数料及び法第８条第１項に係る変更認定申請手数

料（工事着手予定時期、工事完了予定時期、譲受人決定予定時期、管理者等の選任の予定時期

の変更を除く） 

 

認定申請手数料 

工事の種別 住宅の戸数 金額 

確認書若しくは住宅性能

評価書又はそれらの写し

を添付して申請する場合

における金額 

新築 

1戸 53,000円 11,000円 

2戸以上5戸以下 122,000円 21,000円 

6戸以上 194,000円 34,000円 

増築若しくは改築

又は建築を伴わな

いもの 

1戸 72,000円 17,000円 

2戸以上5戸以下 166,000円 31,000円 

6戸以上 264,000円 51,000円 

 

変更認定申請手数料 

工事の種別 住宅の戸数 金額 

確認書若しくは住宅性能

評価書又はそれらの写し

を添付して申請する場合

における金額 

新築 

1戸 31,000円 8,700円 

2戸以上5戸以下 68,000円 16,000円 

6戸以上 110,000円 27,000円 

増築若しくは改築

又は建築を伴わな

いもの 

1戸 42,000円 12,000円 

2戸以上5戸以下 93,000円 24,000円 

6戸以上 150,000円 40,000円 

 

 

１戸につき、上記の表に掲げる当該申請に係る１棟の住宅の戸数の区分に応じ、それ

ぞれ上記の表に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る

（変更）認定申請の総数で除して得た額となります。（この額に５０円未満の端数が生じ

たときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数が生じたときはこれを１００

円に切り上げるものとなります。） 

 

【手数料計算例】 

（１）６戸建の長屋にあって、全住戸（６戸）の認定申請をする場合 

２５，０００（円）÷６（戸）＝４，１６６（円／戸）≒４，２００（円／戸） 

４，２００（円／戸）×６（戸）＝２５，２００（円／棟） 

 

（２）６戸建の長屋にあって、３戸のみ認定申請をする場合 

２５，０００（円）÷３（戸）＝８，３３３（円／戸）≒８，３００（円／戸） 

８，３００（円／戸）×３（戸）＝２４，９００（円／棟） 

 



 

 

２．法第８条第１項に係る変更認定申請手数料（工事着手予定時期、工事完了予定時期、譲受人決

定予定時期、管理者等の選任の予定時期の変更） 

 変更認定申請手数料 

１件につき 750円 

 

３．法第９条第１項に係る変更認定申請手数料（譲受人決定、管理者等の選任） 

 変更認定申請手数料 

１件につき 1,500円 

 

４．法１０条に係る地位の承継の承認申請手数料 

 地位承継承認申請手数料 

１戸につき 1,500円 

 

５．法第６条第２項に係る申し出をする場合 

 

上記手数料のほか、建築基準法に定める建築確認申請等に要する手数料を加算します。

また、建築基準法第６条第５項に規定する構造計算適合性判定を要する構造計算を含む

場合には、建築基準法に定める構造計算適合性判定に要する手数料の額を加算します。 


